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各課の取組状況等について

＜１＞ 早期発見・早期療育

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

1

発達障害疑いの児を
発見し、必要な相談
や支援につなげてい
く。

・発達障害
疑い割合
　20.4%

・発達障害
疑い割合
　20.7%

・発達障害
疑い割合
　22.6%

・健診時、発達支援
広場紹介媒体を活用
して対象者へ広場を
紹介し、スムーズな
利用につなげてい
る。
・発達障害疑い児の
拾い上げができるた
めの問診項目を導入
している。
・個別健診の4か
月・10か月・3歳児
健診時に相談窓口の
周知等を目的に保護
者へ配布するリーフ
レットを配布してい
る。

・複雑な問題を抱え
る家庭が増加してお
り、発達障害等の対
応を含めた保健師等
の質の向上が必要。

・保健師等に対し発
達障害に関する研修
を実施し、資質の向
上を図る。

2

産後うつ病予防や新
生児への虐待予防等
を図るために実施す
る産婦健康診査や産
後4か月までに実施
する「こんにちは赤
ちゃん訪問」にて、
エジンバラ産後うつ
病質問票を実施し、
質問票の得点や聴取
内容から、産後早期
に養育支援が必要な
ケースを把握し、継
続的支援を開始す
る。

(こんにちは
赤ちゃん訪
問)
・実施件数
　  5,009件
・継続支援者
割合
　  20.0%

(産婦健康
診査)
・実施人数
(実)4,936人
・継続支援
者割合
①産後2週間
　  12.0%
②産後1か月
　   6.4%

(こんにちは
赤ちゃん訪
問)
・実施件数
　  4,685件
・継続支援者
割合
　  22.6%

(産婦健康
診査)
・実施人数
(実)4,567人
・継続支援
者割合
①産後2週間
　  11.1%
②産後1か月
　   5.8%

(こんにちは
赤ちゃん訪
問)
・実施件数
　  4,390件
・継続支援者
割合
　  25.6%

(産婦健康
診査)
・実施人数
(実)4,355人
・継続支援
者割合
①産後2週間
　  11.0%
②産後1か月
　   5.3%

・質問票や支援フ
ロー図等を使用し、
養育支援の必要な
ケースの早期把握及
び継続支援を実施し
ている。

・メンタル既往を抱
えた妊産婦や、複雑
な問題を抱える家庭
が増加しているた
め、発達障害等の対
応を含めた保健師等
の質の向上が必要。

・今後も、エジンバ
ラ産後うつ病質問票
を活用し、医療機関
と連携を図りながら
ケースの早期把握及
び早期支援に努め
る。

3

就学前に発達障害疑
いの児を発見し、必
要な相談や支援につ
なげていく。

― ― ―
令和７年度は、１０
施設に試行的実施。

・保健、医療、福
祉、教育の各分野が
連携した健診の実施
体制の整備
・地域全体で必要な
支援を提供するため
のフォローアップ体
制の整備

健診で要観察になっ
た児に対して安心し
て就学を迎えられる
ような支援や体制を
保健、医療、福祉、
教育の各分野が連携
し構築していく。

1歳6か月児
健康診査の
充実

エジンバラ
産後うつ病
質問票の実
施

　項目

健
康
増
進
課

乳
幼
児
期

5歳児健康診
査の実施
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＜１＞ 早期発見・早期療育

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み　項目

4

養育支援が特に必要
であると判断した家
庭に対し、助産師や
保育士等の養育支援
訪問員がその居宅を
訪問し、養育に関す
る指導、助言等を行
うことにより、当該
家庭の適切な養育の
実施を確保する。

・訪問件数
(実)67件
・訪問回数
(延)775回

・訪問件数
(実)74件
・訪問回数
(延)753回

・訪問件数
(実)61件
・訪問回数
(延)708回

・虐待や不適切養育
を未然に防ぐため、
養育支援が必要な家
庭に対して、早期か
ら介入することで養
育環境の改善、養育
者の育児不安の解消
及び養育技術の提供
の充実を図った。

・対象者への効果的
な訪問指導のため
に、養育支援訪問員
に対する研修の充
実、養育支援訪問員
と庁内担当機関との
さらなる連携強化が
必要である。
・こどもや対象者自
身が発達に課題を抱
えている場合が多
く、個別支援が必要
である。

養育支援訪問員がこ
どもへの接し方や遊
び方等、こどもの発
達を促すための関わ
り方を学ぶための研
修を実施する。

5

1歳6か月健康診査等
で言葉の遅れや対人
関係の障害など発達
障害の疑われる幼児
とその保護者を対象
に、遊びや面接等を
通し、幼児にとって
適切な働きかけがで
きるよう支援する。

・利用児数
(実)550名
(延)6,372
名

・利用児数
(実)522名
(延)6,643
名

・利用児数
(実)559名
(延)6,465
名

・センター型8会
場・施設型3会場で
実施している。
上半期利用児数
（実）350名
（延）2,672名

複雑な問題を抱える
利用者が増加してお
り、スタッフの対応
力の向上が必要であ
る。

スタッフがこどもや
保護者の見立てや保
護者支援のスキル向
上ができるよう研修
を実施する。

6

・妊婦や概ね3歳未
満の児童とその保護
者が気軽に集い、子
育てに関する支援を
受けられる場を提供
する。
・加算事業発達支援
Ａでは来場した親子
が気軽に相談できる
体制を整備し、発達
支援Ｂでは発達プロ
グラム等により発達
障がいに関する親の
悩みや不安に寄り添
い、困り感を軽減す
る支援を行う。

・利用児数
(実)10,898
名
(延)80,615
名
・プログラ
ム
B利用児数
(実)84名
(延)1,432
名

・利用児数
(実)12,365
名
(延)88,592
名
・プログラ
ム
B利用児数
(実)71名
(延)1,302
名

・利用児数
(実)12,372
名
(延)89,474
名
・プログラ
ムB利用児
数
(実）53名
(延)995名

・発達支援Ａでは、
発達障がいに関する
専門知識を有する者
(心理士等）を、必
ず月1回以上配置。
・スタッフの連絡会
で発達の研修を併せ
て実施した。
・発達支援広場（た
んぽぽ広場）の見学
やルピロによる訪問
支援指導を通じ、親
子に対し丁寧で適切
なかかわりができる
ようスタッフの質の
向上に努めた。
・市内医療機関（小
児科・産婦人科・歯
科）に子育て支援ひ
ろばの周知をした。
・発達支援Ａに従事
する専門知識を有す
る者の配置につい
て、ぴっぴに掲載し
た。

・人とつながること
が苦手な保護者が増
えている。子育て中
の家族に温かく寄り
添い、こどもはもち
ろん家族が、安心で
きるようなかかわり
が必要である。

・こども一人一人、
さらには保護者の状
況に応じたプログラ
ム内容の工夫が必要
である。

・支援の必要な親子
に切れ目のない支援
となるように、他機
関との連携に努め
る。
・引き続き、研修等
を通じ、スタッフの
質の向上に努める。
・こどもや保護者の
状況に応じたプログ
ラム内容を検討す
る。

7

かかりつけ医が、乳
幼児の健康診査や診
察時等において、発
達障害の早期発見を
し、早期支援につな
がるよう推進する。

集合しての
研修の形で
は実施せず
（オンライ
ンセミナー
としてR5.4
月から10月
まで公開）

・実施回数
1回
・参加人数
22人
・開催方法
オンライン

・実施回数
1回
・参加人数
23人
・開催方法
オンライン

令和8年3月にかかり
つけ医等発達障害対
応力向上研修をオン
ラインで開催予定。

発達障害に関する理
解が深まるよう、よ
り多くのかかりつけ
医に研修を受講して
いただく必要があ
る。

受講者が増えるよう
研修を周知してい
く。

発達支援広
場(たんぽぽ
広場)の充実

子
育
て
支
援
課

乳
幼
児
期

かかりつけ
医の協力

子育て支援
ひろばの充
実

養育支援
訪問員の活
用
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各課の取組状況等について

＜２＞ つながりある支援

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

1

平成23年度以降に生
まれたこどもを対象
に配付している「は
ますくノート（ファ
イル）」の活用促進
に向けて検討する。

― ― ―

・12月11日に市内の
幼稚園・保育園・認
定こども園、児童発
達支援事業所、こど
も家庭センター等の
職員を対象に「発達
支援に役立つ研修会
（はますくノートを
活用した支援）」を
開催した。

「はますくノート
（ファイル）」につい
て関係機関に周知し、
活用する場を増やして
いく必要がある。

引き続き、「はますく
ノート」について保護
者や関係機関に周知し
ていく。

2

発達支援
広場（た
んぽぽ広
場）での
活用

発達支援広場での相
談等を「はますく
ノート（ファイ
ル）」に記録し、児
の発育発達について
理解を深める。

― ― ―

・保護者に広場や自
宅、外出先での児の
様子や保護者の思い
などを記録してもら
い、支援者と情報共
有したり、児へのか
かわり方を共に考え
たりできるようにし
た。

保護者がわが子の記録
を効果的に活用できる
よう記入を促したり、
発達支援広場卒業後の
活用場面について説明
していく必要がある。

発達支援広場での支援
情報等をファイルに綴
り、はますくノートと
共に保管し、活用する
ことで、次の支援機関
で有効的な支援につな
がることを保護者に周
知していく。

3

健
康
増
進
課

母子保健
事業での
活用

母子保健事業におい
て、「はますくファ
イル（ノート）」へ
の記入や活用を促
し、乳幼児期から児
の発育発達について
理解を深める。

・はますく
ノート交付
人数
（母子健康
手帳交付
数）
　 4,995人

・はますく
ノート交付
人数
（母子健康
手帳交付
数）
　 4,864人

・はますく
ノート交付
人数
（母子健康
手帳交付
数）
　 4,643人

・親子（母子）健康
手帳交付時に、全妊
婦に対して、はます
くノート内の「はま
すくプラン」等活用
し、妊娠期からの情
報提供に努めてい
る。
・はじめてのパパマ
マレッスン、こんに
ちはマタニティ訪
問、こんにちは赤
ちゃん訪問、1歳6か
月児健診、3歳児健診
（集団）、1歳6か月
児健診事後相談、心
理相談、ことばの相
談、発達相談にて活
用。

・サポートプランの活
用方法

・今後も母子保健事業
での活用を継続する。

4

こ
ど
も
若
者
政
策
課

育児に対する疑問や
悩み等の質問に対し
て、専門職（13職
種）が一問一答形式
でアドバイスをした
り、子育てをより充
実させる次のステッ
プとして、浜松市の
子育て情報を提供し
たりする。

・閲覧数
(延)2,444,
131件
・設問数
　　344問

・閲覧数
(延)2,530,
997件
・設問数
　　369問

・閲覧数
(延)1,873,
045件
・設問数
　　390問

・「ぴっぴ」公式
LINEでのプッシュ通
知及びはますくQ&Aの
Instagramアカウント
で新着やおすすめの
Q&Aを紹介した。
・月2問程度、新規設
問を掲載した。

保護者や子育て支援関
係者が子どもの様子に
ついて心配を感じた時
に手助けするツールと
なるよう設問の充実と
ページの周知が必要。

引き続き、正しい知識
や情報を伝えること
で、保護者の養育面に
おける不安を軽減する
よう努める。

乳
幼
児
期

　項目

はますく
Ｑ＆Ａ

はますく
ノート
（ファイ
ル）の活用

子
育
て
支
援
課

6



＜２＞ つながりある支援

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み　項目

5
特別な支援が必要な
児童生徒の共通理解
と共通支援

・作成率
(通常学級)

100%
・作成人数
1,290人

・作成率
(通常の学級)

100%
・作成人数
1,258人

・作成率
(通常の学級)

100%
・作成人数
1,373人

・特別な支援が必要
な児童生徒について
は、個別の教育支援
計画・指導計画を作
成し、情報共有や支
援の継続のために活
用している。

・その都度、支援内容
を見直し、効果的な活
用方法を模索していく
必要がある。

・対象者が増加してい
るため、作成に時間を
要する場合がある。

・教育委員会が行う
ケース会議、巡回相談
などでは、教育支援計
画・指導計画を資料と
して必ず活用し、支援
方法や支援体制につい
て検討する。

・デジタルを活用し、
作成の時間を軽減する
方法を検討する。

6

・適切な就学先の検
討と判断

・保護者、本人の意
向の尊重、就学先の
合意形成

・就学教育
相談児数
（実）
年長 789名
児童 763名

・就学教育
相談児数
（実）
年長 609名
児童 811名

・就学教育
相談児数
（実）
年長 765名
児童 849名

・入学までの流れや
さまざまな学びの場
などを保護者に説明
する就学先ガイダン
スを６会場で実施し
た。

・保護者との合意形
成のため相談期間を
長めに設定し、再相
談や園訪問に時間を
当てられるようにし
ている。

・相談件数が多く、調
査の実施から就学先の
決定まで、さまざまな
対応に苦慮している。

・就学への不安が強い
保護者もおり、判断さ
れた就学先よりも、手
厚い支援を希望する
ケースも増えている。

・就学先の変更を希望
する「就学先相談」や
入学後の支援について
相談を行う「教育相
談」等を、支援ニーズ
や保護者の相談の目的
に合わせて効果的に行
う仕組みを検討する。
（５歳児健診との関
連）

7

・幼保小、小中の引
継ぎ

・移行期の連携のシ
ステムの構築

・「サポー
トかけはし
シート」引
継ぎ実績
  77校 281
人
※障害保健
福祉課所管

・「サポー
トかけはし
シート」引
継ぎ実績
72校 276人
※障害保健
福祉課所管

・「サポー
トかけはし
シート」引
継ぎ実績
71校 293人
※障害保健
福祉課所管

・「サポートかけは
しシート」の認知度
が高くなり、就学前
に事業所等と連携
し、入学後の早期支
援につながるケース
も増えている。

・入学予定の園児に
ついて、支援のため
の情報が必要な場合
は、小学校の職員が
園を訪問したり、保
護者と教育相談を
行ったりして、支援
方法を検討してい
る。

・相談につながらな
かった家庭や入学後に
心配な表われが出てく
る子供の早期発見・支
援の体制づくりが必要
である。

・小学校低学年の支援
充実のためには、支援
員等の人的支援の充実
について検討する必要
である。

・障害保健福祉課が実
施している「サポート
かけはしシート」アン
ケートなどで、効果的
な引継ぎの時期や項目
等について引き続きと
検討する。

・５歳児健診の実施に
伴い、入学前の情報の
引き継ぎ方法や入学
後、早期からの適切な
支援につなぐ方法を、
引き続き健康増進課と
検討する。

8

・調査をもとに小1
プロブレムの課題を
整理し、対策を検討
する。

・困難事例は指導主
事・巡回相談員等が
学校を巡回相談す
る。

・巡回相
談、指導
　　35回

・巡回相
談、指導
　　26回

・巡回相
談、指導
　　18回

・スタートカリキュ
ラムなどを実施し、
入学前から連続性の
ある指導に取り組む
学校が増えている。

・入学後、不適応を
起こしている児童に
ついて、指導主事や
特別支援学校教員、
巡回指導員（作業療
法士、言語聴覚士）
が学校を巡回し、支
援方法等の助言して
いる。

・スタートカリキュラ
ムなど、入学前からの
連続性のある指導の周
知、充実を図る必要が
ある。

・授業内容や形態の工
夫、子供への関わり方
などを研修し、適応で
きない子供の早期発
見・支援につなげる必
要がある。

・浜松市版「つなが
る」カリキュラムや活
用マニュアルを学校に
周知し、活用を図る。
（教育センターとの連
携）

・できるだけ早期から
効果的な支援ができる
よう、巡回相談・指導
を周知する。

9

・インクルーシブ教
育システムの構築の
ための体制づくり

・多様な学びの場の
設置、充実

・合理的配慮、基礎
的環境整備の充実

・教職員の専門性向
上

・発達支援
学級新設校
8学級(知的
１,自･情
７)

・ＬＤ等通
級指導教室
新設校
　　0教室

・発達支援
学級新設校
９学級(知
的３,自･情
４, 肢体
２)

・ＬＤ等通
級指導教室
は新設なし

・発達支援
学級新設校
9学級(知的
4,自･情5）

・ＬＤ等通
級指導教室
は新設なし

・通級指導教室や発
達支援学級の設置方
針について、市全体
の体制整備を検討し
ている。

・教職員を対象に、
就学先教育相談の方
法、交流及び共同学
習の在り方、支援が
必要な生徒の進路指
導等の周知を図って
いる。

・通常の学級に在籍
する支援の必要があ
る児童生徒の状況に
応じて、支援員等を
配置し、支援の充実
を図っている。

・本市のインクルーシ
ブ教育の基本的な考え
を各学校や教員に周知
する。

・通常の学級、発達支
援学級、通級指導教室
など連続性のある多様
な学びの場を整備する
とともに、それぞれの
学びの場で適切な支援
を充実させる。

・インクルーシブ教育
を推進するための環境
整備や人員の配置を計
画的に行っていく。

・通常の学級を含め、
それぞれの学びの場で
適切な支援ができる教
員を育成するための研
修体制を整備する。

・支援員等を適切に配
置し、通常の学級に在
籍する特別な支援を必
要とする児童生徒の支
援の充実を図る。

個別の教育
支援計画・
指導計画の
活用

就学先教育
相談の充実

インクルー
シブ教育シ
ステムの構
築

移行期の連
携

小１
プロブレム

学
齢
期

教
育
支
援
課
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＜２＞ つながりある支援

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み　項目

10

児
童
相
談
所

支援が必要な年長の
施設退所児を適切な
支援に結び付けると
ともに、必要なケー
スは継続して支援を
行っている。

・新規入所
等ケース
（実）3人

・継続支援
ケース
（実）2人

・新規入所
等ケース
（実）2人

・継続支援
ケース
（実）1人

・新規入所
等ケース
（実）1人

継続支援
ケース
（実）3人

・R6年度に自立援助
ホームに新規入所と
なった1人は、将来の
自立を目指し、アル
バイト就業中。
・R6年度に継続支援
中であった3人のう
ち、1人は自立に向け
就労を継続中、2人は
高校生活とアルバイ
トを継続している。

・発達特性や過去の被
虐待の影響等から、施
設生活や、登校、就労
の状況が安定しない場
合がある。

・問題発生時だけでな
く、平常時から施設と
の情報共有を密に行
い、児童との面接も定
期的に実施していく。
・施設職員への対応の
助言や、医療その他の
支援機関との連携を密
に図りながら支援を行
う。

11

子
育
て
支
援
課

自立援助ホームの設
置により、児童養護
施設等退所児童に対
し、住居の提供や就
業に向けた支援等を
行うとともに、自立
後もアフターケアを
行うことで、児童の
社会的な自立を継続
的に支える体制を整
える。

・個別支援
退所前児童
 (実）19人
退所児童
　(実)29人
・集団支援
退所前児童
　(延)19人

・個別支援
退所前児童
（実）8人
・退所児童
（実）29人
・集団支援
退所前児童
（延）34人

・個別支援
退所前児童
（実）4人
退所児童
（実）40人
・集団支援
退所前児童
（延）67人

・令和７年度から
「社会的養護自立支
援拠点事業」を開始
し、施設退所者等に
対する相談支援体制
の拡充を行った。
・児童養護施設で児
童自立生活援助事業
を実施し、施設退所
後も、こどものニー
ズに応じて、引き続
き施設が他の支援機
関（福祉、医療等）
と連携して支援を行
える体制を整えた。

・社会的養護自立支援
拠点事業について、幅
広く社会的養護経験者
等が相談できるよう周
知啓発が必要。

・社会的養護自立支援
拠点事業について、HP
やSNSの運用により、
利用が想定される若者
世代を中心に、周知啓
発を行う。

青
年
・
成
人
期

施設卒業後
の支援

施設卒業後
の支援
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各課の取組状況等について

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

1

保育所･幼稚園等の
園長（管理職等）が
講義を通し、園長と
しての役割を考え
る。発達障害の早期
発見･支援や関係機
関との連携、子供･
保護者･担任する保
育者への支援、指導
のあり方等について
学ぶ。

・回数
　1回
・人数
　272人
(オンライ
ン研修)

・回数
　1回
・人数
　169人
(オンライ
ン研修)
　369回
(オンデマ
ンド視聴)

・回数
　1回
・人数
　195人
(オンライ
ン研修)
　164回
(オンデマ
ンド視聴)

・1回実施。(当日参
加人数228人、オン
デマンド視聴158
回)。
・アンケート結果で
は、約98％が「大変
参考になった」「参
考になった」と回答
した。
・「グレーゾーンと
呼ばれる子の理解や
早い段階での適切な
支援の大切さを感じ
た」「シンポジウム
という形で行ったこ
とにより、巡回支援
事業について理解す
ることができた」等
の感想が寄せられ
た。

・施設種別に関係な
く、管理職等のリー
ダーシップの下、発
達障害の理解、発達
支援教育･保育を充
実させていく必要が
ある。

・アンケートを基に
ニーズに応じた内容
や講師を検討する。
特に、浜松市が抱え
る発達支援教育の課
題や実態について理
解を深められるよう
な内容を取り入れ
る。

2

特別な配慮を必要と
する幼児の理解や支
援の在り方及び保護
者への支援の在り
方、並びに関係機関
との連携について学
び、園の中核的な役
割を果たすための資
質向上を図る。

・回数
　1回
・人数
　282人
(オンライ
ン研修)

・回数
　1回
・人数
　126人
(オンライ
ン研修)
　370回(発
達支援237
回＋外国人
支援133回)
(オンデマ
ンド視聴)

・回数
　1回
・人数
　250人
(オンライ
ン研修)
　380回
(オンデマ
ンド視聴)

・1回実施。(当日参
加人数249人、オン
デマンド視聴586園)
昨年度よりも受講人
数が増えた。
アンケート結果で
は、99.8％が「大変
参考になった」「参
考になった」と回答
した。
・「発達特性がはっ
きりわかる子だけで
なく、グレーゾーン
の子供理解や支援の
ポイントが分かっ
た。」「子供理解だ
けだなく、保護者理
解をしていくことの
大切さを学ぶことが
できた。」等の感想
が寄せられた。

・施設種別に関係な
く、中堅職員等が中
心となって園内支援
体制を構築するとと
もに、職員全員のア
セスメント力や支援
のスキルを高め、発
達支援教育･保育を
充実させていく必要
がある。

・アンケートを基に
ニーズに応じた内容
や講師を検討する。

3

2年間のプログラム
で基幹的役割を担う
職員を育成する。1
年目は講義と発達支
援広場等の実習、2
年目はペアレントプ
ログラムの実技を実
施し、一人一人の子
供や保護者に適した
支援の充実を図る。
3年目以降はフォ
ローアップ研修を行
う。

・実施回数
　4回
・参加人数
　20人

・実施回数
　6回
(別途事前
研修1回)
・参加人数
　19人

・実施回数
　3回
・参加人数
　72人

・フォローアップ研
修を3回実施。(基幹
的職員のうち、園内
の発達支援保育の総
括を担う発達支援教
育コーディネーター
1回、基幹的職員研
修2回(同内容で2
回))
・「アセスメントに
基づく具体的支援」
をテーマに研修を実
施した。研修参加者
は、これまで育成し
た基幹的職員で、各
自アセスメントシー
トを作成し、
研修を通して、より
専門的な知識を高
め、園において中核
的な役割を果たすこ
とができるような人
材を育成することが
できた。

・研修受講者が、発
達支援教育コーディ
ネーター・基幹的職
員としての経験を積
むことで自身のスキ
ルを高めるととも
に、各園において園
職員への助言を通し
て園職員のスキルも
高め、子供と保護者
への支援を充実させ
る必要がある。

・基幹的職員（6期
生）の育成を行う予
定。
・発達支援教育コー
ディネーター・基幹
的職員の継続的な育
成のための研修機会
を確保する。

職員研修

基幹的
職員研修

＜３＞ 人材育成

幼
保
運
営
課

　項目

園長研修

乳
幼
児
期
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時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜３＞ 人材育成

　項目

乳
幼
児
期

4

・発達支援教育コー
ディネーターとして
必要な知識や方法等
を学ぶ。
・KIDSやSDQ等の検
査を活用し、個別の
教育支援計画を作成
できるようにする。

・実施回数
　　3回
・参加人数
　　94人

・実施回数
　　4回
・参加人数
　　88人

・実施回数
　　4回
・参加人数
　　77人

・実施回数
　４回
・参加人数
　96人

・KIDSやSDQの検査
を活用した個別の教
育支援計画の作成に
ついて研修した。
・発達支援のベース
となる個別支援の考
え方について学びを
深めた。

・発達支援教育コー
ディネーターとして
必要な資質の向上を
図ること。

・発達支援教育の観
点から見た幼少接続
に関して、幼児期の
育ちや個別の支援の
在り方などを円滑に
つないでいくため
に、コーディネー
ターとして果たすべ
き役割について学び
を深める必要があ
る。

・コーディネーター
の役割、事例研究の
方法、アセスメン
ト、保護者対応につ
いて学ぶ。
・また、学びを深め
たい教員について
は、新規でなくても
受講できることを周
知していく。

5

地区の発達支援教育
の中心となって活動
するためにＴＥＡＣ
ＣＨ、ＡＢＡをはじ
めとする様々な技法
についての具体的な
応用の仕方や多様な
困難事例への対処法
について講義や演習
を通して学ぶ。

・実施回数
　　　2回
・参加人数
　　　66人
※発達支援教育
リーダー研修

・実施回数
　　　2回
・参加人数
　　　61人
※第2期発
達支援教育
リーダー研
修

・実施回数
　　　2回
・参加人数
　　　62人
※第2期発
達支援教育
リーダー研
修

・令和１２年度より
開始予定。（令和７
～１１年度は実施し
ない）
・発達支援教育リー
ダーは、新規発達支
援学級担当教員の師
範役として研修講師
を務める。

・新規発達支援学級
担当教員の増加に対
して、師範役として
の発達支援教育リー
ダーの数が足りない
現状である。

・発達支援教育の最
新情報を伝え、子供
の正確な見立てがで
きる力を身につけ
る。

・令和７年度に引き
続き、新規に発達支
援学級を担当する教
員の師範役を担う。

6

発達支援教育コー
ディネーターの役割
や校内における発達
支援教育研修の推進
に必要な知識・手法
について講義や演習
を通して学ぶ。

・実施回数
　２回
・参加人数
　173人

・実施回数
　２回
・参加人数
　185人

・実施回数
　１回
・参加人数
　142人

・６月に実施。参加
人数 157人。
・講師の講話から、
保護者理解を基にし
た保護者面談の在り
方、医療との連携の
仕方について理解を
深めた。

・発達支援教育コー
ディネーターとして
必要な資質の向上を
図ること。

・全校悉皆の研修で
インクルーシブ教育
システムについての
研修、事例の検討、
就学支援について情
報交換を行う。

7

発達支援学級担当教
員として必要な知
識・技能を習得する
とともに、発達支援
が必要な子供への接
し方や対処の仕方等
を実践的に学ぶ。

発達支援学
級モデル教

室
小学校２教

室
中学校１教

室

発達支援学
級モデル教

室
小学校２教

室
中学校１教

室

発達支援学
級モデル教

室
小学校２教

室
中学校１教

室

・発達支援学級の環
境設定のための「ガ
イドライン」や授業
づくりのための
「チェックリスト」
を研修会の折に紹介
している。

・発達支援学級担任
として必要な基本的
な理論と技能を身に
付けるため、発達支
援教育の研修を実施
している。

・研修を受けた教員
（マイスター教員）
を研修に活用し、専
門性の高い発達支援
学級担当者を育成す
る必要がある。

・学級経営に役立つ
動画やスタートアッ
プブック等を作成
し、経験の少ない教
員が安心して学級経
営するための資料を
作成する必要があ
る。

・マイスター教員を
活用した研修体制の
充実を図る。

・マイスター教員を
中心に、発達支援学
級担任のためのス
タートアップブック
を作成する。

・研修会等で、環境
設定に関わる「ガイ
ドライン」と授業づ
くりの「チェックリ
スト」を活用した取
組をさらに周知す
る。

8
発達障害に対応する
心理臨床業務の向上

・実施回数
２回

・参加人数
396人

・実施回数
２回

うち１回は
オンデマン

ド
・参加人数
約400人

・実施回数
２回

うち１回は
オンライン

・参加人数
約400人

・悉皆研修では、浜
松市の不登校の現状
や支援体制について
説明し、支援のあり
方とスクールカウン
セラーの担う役割に
ついて共有する場と
した。

・必要に応じて、市
教委所属のスクール
カウンセラーによる
スーパーバイズを
行った。

・スクールカウンセ
ラーが学校の教員と
情報共有するカン
ファレンスの時間を
確保する必要があ
る。

・スクールカウンセ
ラーの資質向上のた
めの研修会を充実さ
せる必要がある。

・スクールカウンセ
ラーの配置時間を増
やし、学校での対応
時間を確保する。

・いじめ、不登校、
発達特性など困難事
例に対応するため、
スキルアップの研修
を行う。

教
育
支
援
課

学
齢
期 発達支援学

級の指導充
実

スクールカ
ウンセラー
研修

発達支援教
育コーディ
ネーター研
修　(小・中
学校）

発達支援教
育リーダー
研修(令和3
年度までは
第1期で育成
した発達支
援教育リー
ダーのフォ
ローアップ
研修を実
施）

発達支援教
育コーディ
ネーター研
修
(幼稚園）

教
育
セ
ン
タ
ー

10



時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜３＞ 人材育成

　項目

9
指
導
課

家庭支援や関係機関
等との連携による指
導体制の強化

・派遣学校
数
　　144校
・継続支援
児童生徒の
抱える問題
件数
　4,361件

・派遣学校
数
　　145校
・継続支援
児童生徒の
抱える問題
件数
　4,313件

・派遣学校
数
　　145校
・継続支援
児童生徒の
抱える問題
件数
　3,710件

・21人体制（20人及
び緊急支援1人）で
市内全校のケースに
対応し、社会福祉機
関や医療機関等との
連携をサポートして
いる。
・指導課配置のスー
パーバイザーが各
ワーカーに直接指
導・助言し、適切な
対応につなげるとと
もに、ワーカーの技
量を向上することが
できた。

・発達障害と複合し
た課題を抱えた児童
生徒や養育困難を訴
える保護者が増加し
ている。

・多様な支援方法を
用いて問題の早期発
見、早期解決を図る
ため、専門性を有す
るスクールソーシャ
ルワーカーを配置・
派遣していく。
・全体の人数を拡充
していく(次年度当
初増員予定)。

10

学
校
・
地
域
連
携
課

・放課後児童会支援
員等に対して、発達
障がいに関する研修
会を実施する。
・講話及び事例検
討。

・実施回数
　1回
・参加人数
(実)  894
人
(動画視聴)

・実施回数
　4回
・参加人数
(延)153人

・実施回数
　4回
・参加人数
(延)136人

・９月から11月にか
けて放課後児童会支
援員等に対する研修
会を４回開催し、支
援員が発達障がいに
関する必要な知識を
習得できた。（参加
人数（延）225人）
・放課後児童会運営
事業者が支援員等の
資質向上の一環とし
て、発達支援に関す
る研修を行った。

・運営事業者が実施
する発達支援に関す
る研修や取り組みと
の差別化が必要とな
る。

・より多くの放課後
児童会支援員等が発
達障がいに関する知
識を身に着け、現場
での支援に活かせる
よう研修を継続実施
していく。

青
年
・
成
人
期

11

障
害
保
健
福
祉
課

利用者の障害特性に
応じた効果的な支援
方法について専門家
がそれぞれの立場か
ら助言を行い就労移
行支援事業所等の支
援技術の向上を図
る。

・実地確認
　0事業所
・実地事例
  検討
　1事業所
・スキル
アップ研修
等
　1回開催

・実地確認
　6事業所
・実地事例
  検討
　3事業所
・スキル
アップ研修
等
　2回開催

・実地確認
　6事業所
・実地事例
  検討
　2事業所
・スキル
アップ研修
等
　2回開催

・8事業所に対し実
地確認を実施し、1
事業所に対し実地事
例検討を実施した。
事例検討でアドバイ
ザーからいただいた
助言を支援に生かし
ている。
・精神・発達障害者
就労支援研修会を開
催した（第1回：10
月8日、第2回：11月
12日）

・就労移行支援事業
所等が抱える課題を
捉え、本事業に反映
させること。

・就労支援に必要な
知識や技術の習得を
目的に事業所支援員
等を対象にした研修
会を実施し、支援者
のスキルアップを図
る。
・希望事業所に対し
て実地事例検討会を
開催し、支援現場に
より即した個別支援
に係る支援技術の向
上を図る。

12

児
童
相
談
所

経験の浅い施設職員
に、ペアレントト
レーニングを実施
し、発達障害への理
解を深め、対応力の
向上を図る。

・実施回数
（延）27回
・参加人数
（実） 8人
（延）72人

・実施回数
（延）18回
・参加人数
（実）11人
（延）99人

・実施回数
（延）18回
・参加人数
（実） 9人
（延）81人

清明寮、わこう、す
みれ寮の若手職員
（12名）に対しペア
レントトレーニング
を実施中（清明寮と
わこうは合同開催、
すみれ寮は単独開
催。）。これまでの
ところ、全9回のう
ち第6回までを終了
している。

若手職員の児童対応
のスキルアップを図
り、施設における養
育環境向上と児童の
施設不適応発生の予
防を目指す。

施設職員と入所児童
に関する情報交換を
行う中で、ペアレン
トトレーニングの知
識やスキルが身につ
いているかについて
も確認し、必要に応
じて助言を行う。

13

障
害
保
健
福
祉
課

障がい児とその家族
等の支援に関わる支
援者の専門性及び支
援力の向上を図る

開催回数
3回

開催回数
3回

開催回数
3回

次の内容の研修を実
施
・若者支援の現状に
ついて（8/20開催。
参加人数68人）
・事例とSVで学ぶ見
立ての基本（11/28
開催。参加人数85
人）
・ルピロの役割と目
指していること
（1/21開催予定）

地域の中核となる職
員の育成

教育と福祉の連携、
こどもアセスメント
ツール及び権利擁護
に係る研修を実施す
る

共
通

スクール
ソーシャル
ワーカーの
活用

放課後児童
会支援員等
研修

障がい児に
関わる支援
者研修会

学
齢
期

精神発達障
害者就労
フォロー
アップ事業

児童養護施
設職員への
研修

11



各課の取組状況等について

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

1

療育の観点から集団
療育や個別療育を行
う必要がある未就学
の障がい児が児童発
達支援を受けたとき
に、サービスに要し
た費用について給付
費を支給する。

・利用者数
　1,463人
・事業所数
　 52か所
・利用定員
　 691名

・利用者数
　1,602人
・事業所数
　60か所
・利用定員
　 767名

・利用者数
　1,622人
・事業所数
　67か所
・利用定員
　 841名
・運営指導
実施事業所
数
　17か所

・利用者数及び指定
事業所数は増加して
いる。
・事業所に対し運営
指導を実施し、運営
に関する助言及び指
導を行った。

・指定基準等を遵守
した適正な事業所の
運営及び児童発達支
援ガイドライン等を
活用した適切な支援
の実施。
・利用者のニーズ等
の支援実態を把握で
きるような調査の実
施。

・事業所の適正な運
営及び支援の質を確
保するため、引き続
き、事業所に対し
て、指定基準の遵
守、児童発達支援ガ
イドライン等の活用
について周知徹底す
る。

2

発達障害等に関する
知識を有する専門員
が、子どもやその親
が集まる保育所等の
施設を巡回し、施設
等の職員や発達に課
題のある子どもの保
護者に対し、早期発
見・早期対応のため
の助言等支援を行
う。

・実施園
(実) 172園
(延) 484回
・放課後児
童会
(実) 4か所
(延) 7回
・事業周知
　161園
　2児童会
・事例検討
会
一般参加者
(延) 82人

・実施園
(実) 180園
(延) 614回
・放課後児
童会
(実) 6か所
(延) 7回
・事業周知
　427園
・事例検討
会
一般参加者
(延) 138人

・実施園
(実) 184園
(延) 683回
・放課後児
童会
(実)10か所
(延)13回
・事業周知
　365園
・事例検討
会
一般参加者
(延) 82人

・事業所を4事業所
に拡大し保育所等を
隈なく巡回訪問して
いる。
・医師をアドバイ
ザーに迎え、事業所
主催で事例検討会を
実施。定員に満たな
い場合は、児童通所
施設へも案内をし、
地域全体の支援の質
の向上に努めてい
る。

・「5歳児健診事業
（健康増進課）」の
開始を踏まえ、事後
フォローとなった児
の継続支援の対応
等、業務が増加する
可能性がある。

・巡回訪問していく
中で、5歳児健診事
業の理解促進、顔つ
なぎを行うと共に、
園の状況を把握し、
支援の体制を図って
いく。

3

市立幼稚園におい
て、個別の支援を必
要とする子供の成長
や発達を促すことを
目的に「発達支援の
部屋」を設置。保護
者の理解を得て個の
ニーズに応じた支援
を行う。

・実施園
　6園
・登録児数
　115人

・実施園
　6園
・登録児数
　104人

・実施園
　6園
・登録児数
　109人

・｢発達支援の部
屋」設置園6園の登
録児数は77人（12/1
時点）
・保護者アンケート
等において「子供の
成長を感じてい
る。」「集中力を伸
ばすための工夫がさ
れていて、家庭でも
やってみようと思
う。」等の回答が
あった。
・技術的支援を実施
する当該園に他5園
が参加する研修の
他、園長や専任教
諭、担当者の情報交
換をした。
・発達支援アドバイ
ザー1名が技術的支
援後のフォローアッ
プを行った。

・設置園の職員一人
一人のアセスメント
力や支援の質の向上
を図るため、技術的
支援の在り方の検討
が必要である。
・園内支援体制の要
となる専任教諭の専
門性を高められるよ
う、育成の場を工夫
する必要がある。

・ルピロによる技術
的支援を継続してい
ただき、「発達支援
の部屋」のより一層
の充実を図る。
・「発達支援の部
屋」の有用性につい
て改めて研究をし、
増設も含め市立幼稚
園の発達支援の在り
方について検討す
る。

4

市立保育所全園にお
いて実施。集団生活
に困り感のある子供
が、安心して過ごせ
る環境を工夫した支
援を行う。成功体験
を積み重ねること
で、集団生活を送る
ための適応能力が身
に付くようにし、子
供の健やかな成長を
促す。

・実施園
　20園

・実施園
　20園

・実施園
　20園

・令和7年度から
「個別支援保育」に
名称変更をし、全園
で実施した。
・集団生活に困り感
のある子供が、成功
体験を積み重ねなが
ら安心して過ごせる
環境に配慮した支援
を行ったことで、子
供の健やかな成長を
促すことができた。
・1月に「個別保育
研修会」を実施予
定。園の事例を通し
て対応の仕方等を検
討する。小グループ
にて事例検討も行
い、学び合う内容を
計画している。

・基幹的職員の中か
ら園長が指名する発
達支援教育コーディ
ネーターが中心とな
り、支援を充実させ
るための体制を構築
する必要がある。
・経験の浅い職員の
アセスメント力の向
上を目指す必要があ
る。
・次代の基幹的職員
の育成を図る必要が
ある。

・基幹的職員の中か
ら指名された発達支
援教育コーディネー
ターを中心に、園内
推進体制の構築と
「個別支援保育」の
更なる充実を目指
す。
・「個別支援保育」
実践発表の方法を工
夫し、全職員の質の
向上を図る。

市立幼稚園
「発達支援
の部屋」

障
害
保
健
福
祉
課

幼
保
運
営
課

＜４＞ 環境整備

市立保育所
「個別保
育」

　項目

児童発達支
援

保育所等
巡回支援
(園支援）

乳
幼
児
期
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時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜４＞ 環境整備

　項目

乳
幼
児
期

5

幼
保
支
援
課

＜私立幼稚園＞
・教育振興事業費補
助金にて、要支援児
の受け入れ園へ、1
園最大450千円の補
助金交付
＜私立保育所等＞
・入所児童のうち、
市長が要支援児童と
して認定した人数に
応じ、補助金交付

・交付園数
(私立幼)
　5園
(私立保等)
　111園

・交付園数
(私立幼)
　9園
(私立保等)
　115園

・交付園数
(私立幼)
　8園
(私立保等)
　117園

(私立幼)
・申請を希望する園
において、交付の手
続きを進めている。
(私立保等)
・年4回認定を実施
し、補助金の交付を
している。

・受け入れ体制の整
備と適切な支援

・要支援児の受け入
れ体制を整えること
ができるよう、補助
金交付を継続実施す
る。
・保育所等巡回支援
事業など周知する。

6

学
校
・
地
域
連
携
課

発達障がいのある児
童が1人以上在籍す
る放課後児童会に対
し、支援員を追加配
置するため、負担
金・委託料の加算等
を行う。

・受入児数
　256人

・受入児数
　359人

・受入児数
　463人

・受入児数531人（5
月1日時点）
・入会申込時の実態
把握及び委託料の加
算等により支援員等
を加配した。
・放課後児童会に入
会した児童に対し、
必要な支援員を配置
できた。
・県の実地研修や市
の巡回支援事業によ
る児童会への専門家
（心理士等）の派遣
を事業者へ案内し、
19児童会が利用し
た。

・児童が抱える特性
の多様化、発達障が
いを抱える児童の増
加
・放課後デイサービ
スが利用できない等
の理由で児童会を利
用する児童が一定数
いること。

・各専門機関と連携
し、在籍児童の個々
の障がい特性に可能
な範囲で対応できる
ように努める。
・運営事業者がサ
ポート体制を整え、
継続的な対応を行
う。

7

・発達支援教室の配
置
・発達支援教室の活
用状況の把握と指導

・利用者数
(小学校)
 　1,167人
(中学校)
　 346人

・利用者数
(小学校)
 　1,257人
(中学校)
　 436人

・利用者数
(小学校)
 　1,710人
(中学校)
　 503人

・５教室増設し、小
学校80教室、中学校
37教室、計117教室
設置し、通常の学級
に在籍する児童生徒
の支援を行ってい
る。

・校内支援体制とし
て支援の目的や方法
が職員間で共通理解
されている学校で
は、教室が有効に活
用できている。

・設置数は増えてい
るが、対象の児童生
徒が多く、教室の複
数配置を希望する学
校もある。

・支援方法や活用状
況には学校間で差が
でないよう、基本的
な運営などを周知し
ていく必要がある。

・指導員や発達支援
教育コーディネー
ターの研修会におい
て、支援方法や校内
体制での位置付けな
ど、基本的な運営に
ついて引き続き共通
理解を図っていく。

8

・ＬＤ等通級指導教
室の入退級審査会の
実施

・担当者研修会の実
施

・通級指導教室説明
会の実施

・小学校7
校14教室
（すべて複
数配置）通
級児童数
219人

・中学校 3
校5教室
（複数配置
2）通級生
徒数 72人

・小学校7
校14教室
（すべて複
数配置）通
級児童数
224人

・中学校 3
校5教室
（複数配置
2）通級生
徒数67人

・小学校7
校14教室
（すべて複
数配置）通
級児童数
286人

・中学校 3
校5教室
（複数配置
2）通級生
徒数59人

・入退級審査会・研
修会を開催し、見立
てや指導方針、具体
的な指導方法などに
ついて、担当者同士
が研修を深めてい
る。

・多くの児童のニー
ズに応えるため、神
久呂小LD等通級指導
教室が隣接２校に、
赤佐小LD等通級指導
教室が隣接１校にお
いてサテライト方式
を実施している。

・指導者の専門性を
高めていく必要があ
る。

・保護者の事情で送
迎できないなど、指
導の必要性がある児
童生徒のニーズに応
えられないケースが
ある。

・指導が必要な児童
生徒が在籍校や近隣
の学校で指導が受け
られるよう、サテラ
イト方式（巡回によ
る指導など）での指
導を拡充する。

9

障
害
保
健
福
祉
課

学校に就学してお
り、授業の終了後ま
たは休業日に支援が
必要と認められた障
がい児が放課後等デ
イサービスを受けた
ときに、サービスに
要した費用について
給付費を支給する。

・利用者数
　2,069人
・事業所数
　111か所
・利用定員
　1,125名

・利用者数
　2,180人
・事業所数
　125か所
・利用定員
　1,293名

・利用者数
　2,748人
・事業所数
　131か所
・利用定員
　1,389名
・運営指導
実施事業所
数
　27か所

・利用者数及び指定
事業所数は増加して
いる。
・事業所に対し運営
指導を実施し、運営
に関する助言及び指
導を行った。

・指定基準等を遵守
した適正な事業所の
運営及び児童発達支
援ガイドライン等を
活用した適切な支援
の実施。
・利用者のニーズ等
の支援実態を把握で
きるような調査の実
施。

・事業所の適正な運
営及び支援の質を確
保するため、引き続
き、事業所に対し
て、指定基準の遵
守、放課後等デイ
サービスガイドライ
ン等の活用について
周知徹底する。

放課後等デ
イサービス

ＬＤ等通級
指導教室

発達支援教
室（発達支
援教育支援
員の配置）

教
育
支
援
課

私立幼稚
園・保育所
等への対応

放課後児童
会
発達障がい
児の受入

学
齢
期

13



時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜４＞ 環境整備

　項目

教
育
セ
ン
タ
ー

・
教
育
支
援
課

・進学状況
(知的)
　 24％
(自閉,情緒)
　 50％

・進学状況
(知的)
　 26％
(自閉,情緒)
　 55％

・進学状況
(知的)
　 26％
(自閉,情緒)
　 43％

保護者及び当該生徒
に通信制高校・サ
ポート校の進路先や
就労状況に関する情
報提供を行った。

通信制高校・サポー
ト校についての理解
を深めるため、体験
入学及び学校説明会
等への参加を促し
た。

・通信制高校・サ
ポート校卒業後の様
子や就労状況などに
ついて把握し、進路
指導Q＆Aと進路指導
の手引きを活用して
進路指導の充実を
図っていく。

・小中学校で社会的
な自立に向けた指導
が、中学校卒業後も
継続できるよう、保
護者との教育相談を
充実させていく。

教育相談を行う中
で、生徒が自律的に
進路選択ができるよ
う、保護者及び当該
生徒への通信制高
校・サポート校の情
報提供を継続してい
く。

・第１回に指摘の
あった支援が必要な
生徒の情報に関する
進学先への引継ぎに
ついて、保護者の同
意を得た上で「中高
連携シート」を活用
するよう変更した。
私立高校や通信制高
校へも、情報の引継
ぎを円滑に行うよう
にする必要がある。

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

通信制高校・サポー
ト校について、静岡
県と連携を図る中
で、現状の把握に努
める。

「不登校や
ニート、ひ
きこもり等
の悩みに個
別に応じる
合同相談
会」（合同
相談会）に
相談ブース
設置。

相談5組
（内4件の
対象者は10
代）

「不登校や
ニート、ひ
きこもり等
の悩みに個
別に応じる
合同相談
会」（合同
相談会）に
相談ブース
設置。

相談9組(内
1件が個別
相談につな
がる）

「こども・
若者のさま
ざまな悩み
に個別に応
じる合同相
談会」に相
談ブースを
設置。

相談8組(内
2件が個別
相談につな
がる）

令和7年も合同相談
会に参加し3件の相
談を受けることがで
きた。うち個別相談
につながったケース
は無し。

合同相談会で相談が
あった3組のうち、2
組は相談対象者の年
齢が10代であった。
（13歳1組、12歳1
組）
不登校が増加する
中、不登校支援から
の切れ目ない支援の
つながりが求められ
ている。

合同相談会参加や
「ひきこもり支援者
カフェ」の実施によ
り、広く不登校やひ
きこもり支援に関心
がある支援者を対象
とした、顔の見える
関係づくりを継続し
ていく。

こ
ど
も
若
者
政
策
課
（

青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
）

・合同相談
会でブース
設置を行っ
た通信制高
校、サポー
ト校数10校
（同ブース
への相談件
数91件）

・合同相談
会でブース
設置を行っ
た通信制高
校、サポー
ト校数9校
（同ブース
への相談件
数167件）

・合同相談
会でブース
設置を行っ
た通信制高
校、サポー
ト校数11校
（同ブース
への相談件
数127件）

・10月5日（日）
浜北文化センターに
て開催。
・合同相談会でブー
ス設置を行った通信
制高校、サポート校
数10校
（同ブースへの相談
件数136件）

・合同相談会の周知

・引き続き県教委と
連携し、通信制高
校・サポート校へ合
同相談会への参加を
呼び掛けるととも
に、来場者が相談し
やすい環境づくりを
図っていく。

学
齢
期

通信制高
校・サポー
ト校の現状

把握

10
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時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜４＞ 環境整備

　項目

11

障
害
保
健
福
祉
課

在宅の障害のある方
を地域で支援できる
居場所として、地域
活動支援センターが
あり、創作的活動や
生産活動の提供、社
会との交流の場とす
る。

・事業所数
　　6か所
・利用者数
（延）
　14,299人

・事業所数
　　6か所
・利用者数
（延）
　12,786人

・事業所数
　　7か所
・利用者数
（延）
　13,855人

・在宅の障害のある
方に対し、創作的活
動や生産活動の提
供、社会との交流の
場を提供した

事業所によっては、
利用者の減少に伴う
利用料収入の減によ
り、採算面が課題と
なっている。

・在宅の障害のある
方に対し、創作的活
動や生産活動の提
供、社会との交流の
場を提供していく。

12

こ
ど
も
若
者
政
策
課
（

青
少
年
育
成
セ
ン
タ
ー
）

社会生活を円滑に営
む上で困難を有する
概ね15歳から40歳未
満までの若者とその
家族の相談を受け付
け、必要な情報を提
供するとともに、
個々の状況に応じた
伴走型の支援や居場
所づくりなどにより
成長や自立を支え
る。

・相談件数
(延)1,632
件
※うちLINE
相談1,297
件

・相談件数
(延)1,944
件
※うちLINE
相談1,602
件

・相談件数
(延)2,152
件
※内訳
わかば
(～9月)108
件
わかばプラ
ス(10月
～)698件
LINE相談
1,346件

相談件数(4月～9月)
延べ1,630件
　※内訳(相談者に
占める若者の割合)
　わかばプラス903
件（91％、うち84％
が継続支援の対象）
　LINE相談　727件
（96％）

わかばプラス
・高校生年代の若者
の実態把握

LINE相談
・文字のやりとりと
なるため、誤解を与
えないように丁寧に
対応すること

わかばプラス
・学校等における出
前講座。他機関訪問
等のアウトリーチ、
イベント等による居
場所の提供に取り組
み、相談利用の促
進、他機関連携の強
化を図る。

LINE相談
・相談員から利用者
への呼びかけ、わか
ばプラスへの誘導を
実施していく。

13

障
害
保
健
福
祉
課

子どもの心身の発達
を専門とした診療の
場を確保する。現
在、友愛のさと診療
所（浜名区高薗）、
子どものこころの診
療所（中央区鴨江）
の２施設が運営され
ている。

・診療延人
数
(友愛のさ
と診療所)
 48,072人
(子どもの
こころの診
療所)
　29,503人

・診療延人
数
(友愛のさ
と診療所)
 49,891人
(子どもの
こころの診
療所)
　31,487人

・診療延人
数
(友愛のさ
と診療所)
 46,148人
(子どもの
こころの診
療所)
　32,290人

・各診療所の診療延
　べ人数（見込）
友愛のさと診療所
　　47,600人
子どものこころの
診療所
　　29,300人

・新患待機期間
（R6年間平均）
友愛のさと診療所
約4.6ヶ月
子どものこころの診
療所 約2.8ヶ月

診療機能拡充のた
め、引き続き、関係
機関と連携し整備手
法を検討するととも
に、医師等の確保に
努める。

14

子
育
て
支
援
課

市民が身近なところ
で発達障害に関する
相談ができるよう
に、家庭児童相談室
での相談対応を充実
させる。

・相談件数
　　157件

・相談件数
　　229件

・相談件数
　　324件

・家庭児童相談室で
個別相談対応をして
いる。必要があれば
発達相談支援セン
ター「ルピロ」と連
携しながら相談対応
を行っている。

幅広い相談に対応す
るため職員の対応力
向上が必要。

・家庭児童相談室と
発達相談支援セン
ター「ルピロ」が連
携、協力しながら相
談対応していくなか
で、対応力を向上さ
せていく。

共
通

青
年
・
成
人
期

発達障がい
相談窓口

診療の場の
確保

余暇支援
(居場所づく
り）

若者相談
（わかばプ
ラス・LINE
相談）

15



時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

＜４＞ 環境整備

　項目

15

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

ひきこもり地域支援
センターを開設し、
市が主に一次相談
を、NPOが訪問支援
及び居場所事業を行
い、官民協働による
相談支援を行ってい
る。

・相談件数
(実)229人
(延)1,754
件
・NPO法人
による訪問
(実)14件
(延)275件

・相談件数
(実)253人
(延)1,950
件
・NPO法人
による訪問
(実)15件
(延)243件

・相談件数
(実)245人
(延)1,993
件
・NPO法人
による訪問
(実)16件
(延)192件

・「10代の不登校・
ひきこもりに悩んで
いるご家族の教室」
や「ひきこもり家族
の春の集い・夏秋の
集い」を実施した。
・ひきこもり事業を
利用する当事者で、
発達障害の診断があ
る方や特性があると
思われる方を対象
に、ロールプレイを
組み込んだコミュニ
ケーションに焦点を
あてたプログラムを
実施した。
・令和6年6月から浜
名区内にひきこもり
地域支援センターサ
テライト「ゆるりと
浜名」を開設し、個
別相談や家族茶話会
を実施している。

・ひきこもり当事者
を支えるご家族が、
家族同士の悩みをわ
かちあい気軽に相談
できる場につながれ
るよう、ひきこもり
家族会と連携を図っ
ていく。
・各プログラムに参
加した当事者が次の
ステップに進んでい
けるよう、個別相談
での振り返りとサ
ポートステーション
はままつなどの就労
支援機関と連携を
図っていく。
・浜松北部地域での
増段や交流の場とし
て開設したサテライ
ト「ゆるりと浜名」
について市民や関係
機関への周知を行っ
ていく。

・サテライト事業所
を拠点に、浜松北部
地域の支援体制の強
化を図るとともに、
周辺の関係機関と連
携しながら8050問題
にも取りくんでい
く。

16

障
害
保
健
福
祉
課

障がい児支援に関す
る課題の整理や調査
研究・課題解決のた
めの協議を行う。

―
開催回数
年5回

開催回数
年3回

・こどもアセスメン
トツールワーキング
を設置し、ツールを
改変。
・地域児童支援体制
ワーキングを設置
し、移行期の体制に
ついて検討。
・強度行動障がい児
の予防支援体制ワー
キングを設置し、実
態調査を実施。
・障がい児移行調整
会議を開催し、障害
児入所施設に入所し
ている児童が円滑に
成人期の支援に移行
できるよう関係機関
と連携し調整。
・障がい児に関わる
支援者研修会を3回
実施。

・こどもアセスメン
トツールの普及
・ライフステージや
家庭状況の変化等に
伴う支援体制の構築

・こどもアセスメン
トツールの周知・普
及と共に、スーパー
バイザーの養成につ
いても検討。
・地域児童の支援体
制ワーキングを継続
し、地域で生活する
障がい児が適切な支
援を適切なタイミン
グで受けることがで
きる支援体制を検
討。

共
通

こども部会
の開催（自
立支援協議
会専門部
会）

ひきこもり
相談支援

16



各課の取組状況等について

＜５＞ 就労支援

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和7年度実施状況 課題 今後の取り組み

1

労
働
政
策
課

・就労に向けた総
合的な支援の実施
・就労後の職場定
着支援の実施

・就職件数
　23件
(※発達5件)

・就労支援
相談件数
(延)1,472
件
(※発達410件)

・定着支援
相談件数
(延)3,220
件
(※発達1,140
件）

・就職件数
　31件
(※発達12件)

・就労支援
相談件数
(延)1,567
件
(※発達632件)

・定着支援
相談件数
(延)3,051
件
(※発達1,145
件）

・就職件数
　27件
(※発達8件)

・就労支援
相談件数
(延)1,292
件
(※発達417件)

・定着支援
相談件数
(延)3,254
件
(※発達1,053
件）

・障がいの程度や
適性に応じ、適切
な就労支援を実施
している。
・定着支援に取り
組んでいても、休
職や離職に至る
ケースが一定数あ
るため、離職後の
支援も含め、本人
にとって最善の選
択ができるよう、
きめ細やかなケー
スワークを実施し
ている。

企業と障害者それ
ぞれが抱える事情
を考慮したうえで
の就職者数の増加
と離職者数の減少
につながるマッチ
ング機会の提供が
課題である。

今後も本人や家族
の意向を十分に尊
重しながら、個別
のニーズに寄り
添った切れ目のな
い支援を実施する
と同時に、雇用側
である企業に対し
ても必要な支援を
行い、包括的な就
労支援体制の充実
に努めていく。

2

障
害
保
健
福
祉
課

障害者雇用を検討
又は実施している
企業が円滑な障害
者雇用を実現及び
継続するため、障
害者の能力に適し
た職務の選定や受
入体制の整備等に
ついて継続的な助
言及び支援を行
う。

・登録社数
28社
・支援回数
104回

・登録社数
22社
・支援回数
111回

・登録企業
数
18社
・支援回数
102回

・雇用アドバイ
ザーを配置し、企
業や医療機関等に
対し、雇用、就労
定着、復職、再就
職等障がいのある
人の就労全般に関
するアドバイスを
行った。
・障害者雇用勉強
会（7月8日）、研
修会（8月26日、11
月22日）を開催し
た。

障害者の法定雇用
率引き上げに伴い
企業の障害者雇用
がさらに進むと考
えられ、障害者雇
用の経験の有無に
かかわらず中小企
業を含めた新規雇
用や雇用の拡大に
支援を要する企業
に対し、雇用受入
調整の段階から求
人、採用、定着、
拡大まで年間を通
じ企業に寄り添っ
た支援が求められ
る。

今後も継続して企
業等に対し障がい
のある人の就労全
般に関するアドバ
イスを行うととも
に、研修会等を開
催する。

労
働
政
策
課

項目１に準ずる。

障
害
保
健
福
祉
課

項目２に準ずる。

障
害
保
健
福
祉
課

イオン株式会社と
浜松市における包
括連携協定の一環
として、市内の事
業所における特別
支援学校生徒の実
習受入マッチング
を図る。

・実習回数
4回
・実習人数
2人（3年生
2人）

・実習回数
1回
・実習人数
1人（2年生
1人）

・実習回数
2回
・実習人数
2人（3年生
2人）

・R7年度は4店舗中
1店舗で3名の実習
を実施した。

実習期間を十分確
保するため、2年生
からの実習受入れ
を継続してもらえ
るよう依頼してい
く。

・特別支援学校の
実習日程を考慮し
てイオン株式会社
との調整を行う。
・実習期間を十分
確保するため、２
年生からの実習受
入れを継続しても
らえるよう依頼し
ていく。

教
育
支
援
課

中学校の発達支援
学級における、働
く意欲を高める作
業学習や職場体験
等の実施

― ― ー

・中学校におい
て、生徒一人一人
がキャリアパス
ポートを活用し、
自らの状況を見通
したり振り返った
りしながら、将来
の生き方を考える
機会を年間5回設定
した。

・生徒一人一人が
職場体験において
自己の生き方を考
えたり、職場見学
や作業学習におい
て将来の社会自立
に向けて必要とさ
れる力を育んだり
しながら、働く意
欲を培った。

・職場体験が生徒
にとって職業に関
する啓発的な体験
となるよう、事前
指導を充実させる
とともに、進路を
めぐる環境の変化
等の現実に即した
情報を保護者と共
有する必要があ
る。

・今後も、生徒が
自らの意思と責任
で自己の生き方や
進路を選択できる
よう、本人及び保
護者のニーズを把
握しながら適切に
推進していく。

4

就労イメー
ジをもった
キャリア教
育

青
年
・
成
人
期

　項目

就労定着支
援の充実
＜障害者就
労支援セン
ター
(ふらっと)
＞

障害者雇用
に関する企
業への支援

3
早期からの
職業適性理
解
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各課の取組状況等について

＜６＞ 普及・啓発

時期 内容（事業概要）
令和4年度

実績
令和5年度

実績
令和6年度

実績
令和７年度実施状況 課題 今後の取り組み

労
働
政
策
課

・就労後の職業生活
での自立を図るた
め、本人や事業者、
関係機関等への訪問
による相談対応や連
絡調整を行い、職場
への定着を支援す
る。
・障害者雇用に関す
るセミナーを実施す
る。

・企業への
定着支援件
数
　　799件
・セミナー
1回開催
参加者51名

・企業への
定着支援件
数
　　821件
・セミナー
1回開催
参加者56名

・企業への
定着支援件
数
　 1,035件
・セミナー
1回開催
参加者72名

・雇い入れに関する相
談については、就職面
接への同席や職場実習
の調整、障害特性の理
解促進の為の説明を
行っている。
・定着に関する相談に
ついては、定期的な訪
問等の支援を継続しな
がら、トラブル発生時
には労使双方の言い分
を確認しながら迅速に
対応し問題解決に努め
ている。
・今年度はセミナーを
シンポジウム形式で実
施した。障害者雇用に
取り組む企業、ハロー
ワーク及び障害者就業･
生活支援センターの方
にご登壇いただき、事
例紹介やパネルディス
カッションを通じ、参
加者に障害者雇用のた
めのヒントを得ていた
だく機会とした。
(令和7年9月24日実施)

・法定雇用率の引き
上げに伴い、採用し
たい企業も増えてい
るが、実際に働き出
してから出てくる課
題への対応や双方へ
のフォローが必要。

・障害の特徴や度合
い、本人の個性に対
する企業の理解を深
め、個々のケースに
合ったきめ細かな定
着支援を行う。
・就労者と企業の双
方へフォローを行
う。
・障害者雇用の理解
を深めるためセミ
ナーを開催し、福祉
系企業以外の企業の
参加を促していく。

障
害
保
健
福
祉
課

ハローワーク浜松管
内の企業・求職者を
対象とした「障害者
雇用支援セミナー」
を実施

令和4年9月
9日アクト
シティ浜松
にて障害者
雇用支援セ
ミナーを開
催し、38事
業所、58人
が参加し
た。

令和5年9月
19日アクト
シティ浜松
コングレス
センターに
て開催し、
64事業所、
80名が参加
した。

令和6年9月
24日アクト
シティ浜松
コングレス
センターに
て開催し、
43事業所、
50名が参加
した。

ハローワーク浜松市と
の共催でセミナーを実
施し、企業に対し障害
者雇用にかかる理解の
促進をした。

法定雇用率の引き上
げに伴い、新規採用
や雇用の拡大を検討
する企業が増えると
思われる。企業にお
ける障害者雇用の取
り組みを紹介し、業
務の切り出しや雇用
の定着等について知
る機会は必要であ
る。

障害者就労の場を確
保するとともに、企
業の障害者雇用にか
かる理解を促進し、
障害者雇用の拡大、
障害者雇用率の改
善、達成を目的に、
産業部と連携して取
り組んでいく。

2

子
育
て
支
援
課

・発達障害啓発週間
時の展示等、様々な
機会をとらえて発達
障害に関する正しい
情報を提供し、市民
への周知を図る。
・発達障害の特性や
早期支援の有効性な
ど、発達障害に関す
る正しい情報を提供
する。

― ― ―

・令和7年4月5日にルピ
ロと浜松医大の発達障
害啓発週間の研修会を
実施した。
・世界自閉症啓発
デー、発達障害啓発週
間に市役所で発達障害
者の絵画作品の展示や
情報提供を行い、市民
の関心や理解を深め
た。

市民の発達障害につ
いての理解が深まる
よう、さまざまな方
法で周知していく必
要がある。

令和8年度の発達障
害啓発週間に向け
て、啓発の準備をす
すめていく。

3

障
害
保
健
福
祉
課

・福祉事業所フェア
にて、特別支援学校
や発達支援学級等に
通う生徒や保護者を
対象に、障がい者就
労支援施設の活動内
容を紹介する。

・新型コロ
ナウィルス
感染症に配
慮しなが
ら、会場使
用による開
催を予定し
ていたが、
開催時期の
調整が難し
く、今年度
は中止とし
た。

令和5年7月
22日（土）
浜松福祉交
流センター
にて開催し
た。

令和6年7月
13日（土）
浜松市総合
産業展示館
にて開催し
た。

出店事業所による対面
相談ブース、市内相談
支援機関による相談
ブースを設置し当事者
や家族等の相談に対応
した。また、障害福祉
サービスや就労支援機
関・障害年金に関する
講座を開催した。

来場者は小学生保護
者から成人まで年齢
層が幅広い。障害福
祉サービスに関する
周知に加え、企業就
労も含めた働くこと
に関する周知や相談
に応じる体制が必要
である。

今後も地域関係機関
とと連携し、実施内
容の検討やより多く
の事業所が参画でき
るよう工夫してい
く。

　項目

1

青
年
・
成
人
期

企業への
啓発

発達障害の
情報提供・

周知

共
通
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令和５年度
実績

令和６年度
実績

令和７年度
上半期実績

1
相談支援
発達支援

2
相談支援
就労支援

3
地域住民に対する
普及啓発

1回 1回 1回

20回 20回 9回

1回 1回 0回

8回 9回 8回

0回 0回 1回

27回 27回 7回

0回 0回 0回

2回 2回 0回

4回 2回 1回

10回 9回 ７回

5回 5回 2回

2回 2回 1回

4回 4回 2回

67回 91回 132回

5回 0回 0回

426回 354件 5回

524回

6
個別支援のための
調整会議

0回 3回 1回

7
発達支援広場への
技術援助

177回 184回 94回

8
子育て支援ひろばへの
技術支援

16回 16回 5回

9 通訳支援 78件 61件 26件

令和７年度上半期　浜松市発達障害者に関する事業実績報告

必要に応じて関係施設・関係機関に依頼

発達支援広場の技術支援

子育て支援ひろばの技術支援

市民向け講演会

私立幼稚園向け発達アセスメント研修会

ペアレントプログラム

支援者向け研修会

放課後児童会職員向け研修会

（１）令和７年度上半期　発達相談支援センター「ルピロ」事業実績

項目 事業内容

発達障害者とその保護者・家族からの相談に応じて
適切な情報提供や関係機関への紹介を行う。
各区役所・行政センター等での相談活動を行う。 5,704件

(延べ件数)
4,984件

(延べ件数)

4

5
関係施設・関係機関等の

連携

関係施設及び関係機関等
に対する普及啓発及び
研修事業

研修講師派遣

発達障害児保健師研修会

発達障害児保育者研修会
（基幹的職員研修・保育者研修）

連絡協議会開催

1965件
(延べ件数)障害者の就労に関して職場定着、雇用拡大に向けて

の取り組みを行う。高校、専門学校、大学、当事者
団体との連携による就労に関する啓発活動を行う。

電話・来所相談支援及び発達検査、
診療所・園・学校・関係機関での通訳

浜松市教育委員会からの依頼による教員向け研修会

公立幼稚園発達支援の部屋・個別保育研修
（教員向けの研修）

療育関連施設事業所向け事例検討会

連携先の機関

連絡協議会への参加
（県内・全国・中部北陸ブロック・全国自閉症）

調整会議

外国人学校のスクールカウンセラーへのスーパー
ビジョン

機関コンサルテーション
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（２）「ルピロ」事業実績に係る取組状況等について

【項目3・4】普及啓発・研修事業

令和7年度実施状況

・市民向け講演会として、浜松医科大学子どものこころの発達研究センターと協同し、自閉症啓発
デーの講演会を実施した。「発達障害と思春期」をテーマとし、3名の方からの講演、トークセッショ
ンがあり、多くの参加者から好評を得た。
・ペアレント・プログラムでは昨年度同様、私立幼稚園協会との連携のもとに私立幼稚園2園で実施を
した。園の先生がプログラムに参加し、保護者に対してペアレント・プログラムを実施することが出
来るように人材育成を行っている。公立幼稚園については、ペアレント・プログラムを自園の先生が
自園の保護者に行う際にサポートに入った。
・保育者研修はテーマ別にて実施を行い、昨年度の内容に加えて「発達障害の基礎知識」「浜松市の
早期支援の仕組みと社会資源」といった内容を行っている。

課題

・研修に関しては、現場の実情や実践に繋がる研修が求められている。
・市民向け講演会を当センターにて企画を行い、市民に対して発達障害について啓発の機会を作る。

今後の取り組み

・当センターの企画にて市民向け講演会を1月24日に実施した。内容は4月の自閉症啓発デーの内容を
より深め、「思春期のすこやかな発達を支える社会環境」をテーマに山﨑修道氏に講演を依頼した。
・今年度実施の研修に関して、振り返りを行い、各担当課と共有し、来年度の研修内容について検討
していく。

【項目5】関係施設・関係機関等の連携

令和7年度実施状況

・当センターでは年2回連絡協議会を実施し、「ルピロの地域支援と機関連携について」をテーマと
し、昨年度のQ-SACCSから引き続き、当センターでの取り組みについて検討を行った。
・今年度4月より、発達障害者地域支援マネジャーを、地域支援体制の充実を図るために配置を行っ
た。今年度は、各関係機関への周知・会議への参加、高校生年代への取り組みとして、公立・私立・
通信制高校への訪問、ヒアリングをわかばプラスと行った。生徒の状況、卒業後の進路、現場での困
り事等について伺った。

課題

・各関係機関等の事業や実態を把握し、より具体的な支援をどう実現させていくのか。
・困っている生徒たちに対して、どのような支援の取り組みが構築できるか、また、それを周知して
機能させていくのか。

今後の取り組み

・地域支援体制を考えるにあたり、各関係機関の協議会や連絡会に継続して参加する。
・実態調査として、協力いただける公立・私立・通信制高校に対してアンケート調査をわかばプラス
とも協力し実施。アンケート調査を基に今後の浜松市での支援について地域の課題として共有し、支
援体制を検討していく。
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